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預かり保育とは 

通常の教育課程終了後および教育実施日以外の日（土曜日・長期休業等）に一時的にお子様をお預

かりするものです。 

下記の１０施設で預かり保育を実施しています。 

 

 

預かり保育実施施設 

施設名 所在地 連絡先 定員 

矢倉こども園 矢倉二丁目５－２１ ５６６－７２２２ 

２０名 

常盤こども園 志那中町２７８ ５６８－１０５３ 

玉川こども園 野路九丁目６－６３ ５６４－００４３ 

老上こども園 矢橋町４ ５６２－６３２０ 

志津こども園 青地町８４５ ５６２－０１４７ 

山田こども園 南山田町６７２－２ ５６２－１３４０ 

笠縫東こども園 平井三丁目８－２ ５６４－６５９５ 

笠縫こども園 上笠一丁目６－１ ５６２－６２７５ 

草津中央おひさまこども園 草津三丁目１３－１０ ５６２－７１８０ 

矢橋ふたばこども園 矢橋町８８８－１ ５６３－１２６６ １５名 

※定員を超える利用申込みがある場合、先着順で利用者を決定します。 
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１．対象者 

保護者のすべてが下記いずれかの要件に該当している方が利用できます。 

 

No. 預かり保育の利用要件 備考 

利用できる区分 

通

常 

長

期

休

業 

早

朝 

土

曜 
（一部

施設を

除く） 

無 

 

償  

 

化 

 

対  

 

象 

 

※ 

1 就労（月６０時間以上） 

保護者すべてが就労（月６０時間以

上）に該当していること 

※通勤時間は含まない 

○ ○ ○ ○ 

2 妊娠・出産 
出産月を除いた産前２か月から出産

月を除いた産後６か月まで 
○ ○ × × 

3 疾病・障害   ○ ○ × × 

4 同居の親族の介護・看護  ○ ○ × × 

5 災害復旧に従事   ○ ○ × × 

6 求職活動・起業準備   ○ ○ × × 

7 就学 
職業訓練校などにおける職業訓練を

含む 
○ ○ × × 

8 虐待やＤＶのおそれがあること   ○ ○ × × 

9 育児休業 

育児休業取得時に、既に預かり保育を

恒常的に利用している児童であり、継

続利用が必要である場合 

○ ○ × × 

10 その他市が認める場合 
市の処遇委員会において、認定された

子どもの場合など 
○ ○ × × 

無 

償

化

対

象

外 

11 就労（月６０時間未満） 
通勤時間を含む就労時間が登園・降園

時間に重なっている場合 
○ ○ ○ ○ 

12 兄弟姉妹の学校行事・健康診断等 

下記と降園時間が重なっている場合 

①授業参観・学級懇談 

※個別懇談、家庭訪問等は、要件とな 

りません。 

②兄弟姉妹の健康診断 

③1日入園・１日入学 

④兄弟姉妹の処遇委員会・就学相談 

○ ○ × × 

※預かり保育料に滞納のある方は、利用することができません。 

※無償化の対象となるには、預かり保育のご利用前に別途『施設等利用給付認定』を受けている必要

があります。（P9参照） 
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２．預かり保育実施日・利用時間 

実施日 
 
利用区分 実施日 時間 

通常 教育実施日（月～金） 
教育課程終了後（降園時刻の３０分後）
から１６：３０まで 

長期休業 
夏季休業・冬季休業・学年末休業の期間中 
※土曜日は除く ８：３０から１６：３０まで 

土曜 土曜日 

早朝 預かり保育実施日（土曜、長期休業含む） ８：００から８：３０まで 
 
平日 

 

 

 

 

 ※午前保育の場合等、教育課程終了時間によって預かり保育開始時間が変わります。 

長期休業・土曜 

 

 

 

 

 

実施しない日 

次の日は預かり保育を実施しませんので、ご理解・ご協力をお願いします。 

・日曜、祝日 
・年度当初：４月１日および４月３日 
・入園式 
・ならし保育期間中（４月入園の３歳児について、入園式から１週間程度） 
※詳細は施設に問合せください。 

・年末年始：１２月２９日から１月３日 
・修了証書授与式：３月中旬頃予定 
・台風等により特別警報、暴風警報が発令されるなど自然災害により臨時休業となった日 
・運動会、生活発表会等の振替休業日 
（※土日、祝日等に実施される運動会、生活発表会等の当日も実施しません。） 

・インフルエンザ等の伝染病などで休園となった日 
 （※保護者すべてが就労で利用されている方は、やむを得ない事情があれば、利用可能です。 

ただし、給食の提供はありません。弁当持参となります。） 
・お子さんが在籍している学級または学年が閉鎖となった日 
 （※保護者すべてが就労で利用されている方は、やむを得ない事情があれば、利用可能です。 

ただし、給食の提供はありません。弁当持参となります。） 
 

協力日 

下記の期間は預かり保育の実施日ですが、可能な範囲で、ご家庭でお子さんを保育していただける

ようご協力をお願いします。 

・お盆期間：８月中旬  ・年度最終日：３月３１日 

 ※お盆期間の日程については４月以降に施設に問合せください。 

預かり保育 

（早朝） 

8：00 

教育標準時間 

14：30※ 

預かり保育 

（通常） 

16：30 8：30 

預かり保育 

（早朝） 

8：00 

預かり保育 

（長期休業・土曜） 

8：30 14：30 16：30 
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３．利用料金 

 

利用区分 料金 備考 

通常 

５００円 

（うち、おやつ代１００円） 

※１４：３０以降の時間で利用する場合は

おやつ代がかかります。 
長期休業 

土曜 

早朝 ― ― 

※１４：３０以降の預かり保育を利用される場合は、おやつの提供を前提としてお預かりいた

します。早めにお迎えがある場合等により、おやつの提供までに降園された場合についても、

おやつ代はご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

無償化対象となる方 

無償化の対象者については、おやつ代のみのお支払いとなります。 

※無償化の対象となるには、預かり保育のご利用前に別途『施設等利用給付認定』を受けて

いる必要があります。（P9参照） 
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４．留意事項 

給食・おやつの提供について 
・通常の給食提供日以外（長期休業中・土曜日・午前降園日等）は、弁当を持参してください。 

・１４：３０以降の時間に利用する場合は、おやつの提供があります。 

 

 

持ち物について 
・午睡用布団が必要となる場合がありますので、園にご確認ください。 

 

 

けが等の災害が発生した場合 

・安全を第一に活動しますが、万一けが等の災害が発生した場合、治療費に対し、入園時に加入し

ていただく日本スポーツ振興センターの保険が適用されます。 

・預かり保育中に発熱、けが等が発生した場合は、緊急連絡先に連絡しますので、速やかにお迎え

をお願いします。 

  

 

災害等による緊急時の対応 

◆特別警報、暴風警報発令時など自然災害発生時 

・通常の保育時間中に発生した場合、預かり保育は実施しません。 

・預かり保育中に発生した場合は、緊急連絡先に連絡しますので、速やかにお迎えをお願いします。 

  

 

確認事項とお願い 

・利用期間の変更や、利用を取り消す等、申込みされた内容に変更がある場合は、必ず施設に連絡

および必要書類の提出をお願いします。 

特に、送迎時刻を変更する場合は、早めに連絡をお願いします。 

・お子様に不安感を与えないために、お迎えの時刻に遅れないようにしてください。 

・迎えに来る人が普段と違う場合は、事前に誰が迎えに来られるのかをお知らせください。 

また、お子様にも伝えておいてください。 

・当日、急遽預かり保育を取り消す場合は午前８時００分以降に速やかにお知らせください。午後

からの預かり保育を取り消す場合も、午前中にお知らせください。 
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５．利用の流れ 

 

 

 利用登録 

【年度ごと】 

承認 

 

利用申込 

利用 

利用料の支払い 

預かり保育を利用したい方は、必要書類を施設へ提出し

て下さい。 

※無償化の対象となる方は、併せて施設等利用給付認定

の申請が必要です。 

利用実績に基づき、１か月ごとに利用料をお支払いいた

だきます。 

無償化の対象となる方は、おやつ代のみのお支払いとな

ります。 

預かり保育を利用したい日時を申込みしてください。申
込みは１か月単位で行います。申込み締切日は、利用日
前週の水曜日です。 
利用要件によって申込開始日が異なりますのでご確認
下さい。 

※土曜日の預かり保育については、前月の２５日が締切
日となります。 

※利用定員を超過する申込がある場合、利用できないこ
とがありますので、ご了承ください。 

申込みに基づき、預かり保育を利用ください。 

提出書類を審査し、利用可の場合、承認書を発行します。 

：書類提出が必要なもの 
Ｐ7 

参照 

Ｐ8 

参照 
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６．申込手続き 

提出書類 

（１）利用登録：年度ごと 

※利用要件が変更になる場合、再度の提出が必要です。速やかに手続きをお願いします。 

 利用区分に関わらず、次の書類の提出が必要です。 

 

 

①預かり保育申込書 

②預かり保育が必要な理由を証明する書類 

※保護者すべてに利用要件および証明書が必要です。 

提出する書類については、下表をご確認ください。 

 

No. 預かり保育の利用要件 提出書類 

1 就労（月６０時間以上） 

・施設等利用給付認定の申請が必要です。 

P9を参照してください。 

2 妊娠・出産 

3 疾病・障害 

4 同居の親族の介護・看護 

5 災害復旧に従事 

6 求職活動・起業準備 

7 就学 

8 虐待やＤＶのおそれがあること 

9 育児休業 

10 その他市が認める場合 

11 就労（月６０時間未満） ・就労証明書 

12 
兄弟姉妹の 

学校行事・健康診断等 

授業参観・学級懇談 
・参観・学級懇談の日時

がわかる書類の写しを

提出 

※保護者すべてに利

用要件および証明書

が必要です。 

もう一方の保護者の

要件が「就労」に該当

する場合にのみ「就労

証明書」に代えて「就

労に関する申告書」を

提出いただくことが

できます。 

兄弟姉妹の健康診断 

 

・受診日が確認できるも

のの写しの提出もしく

は提示 

1日入園・１日入学 
・参加日時が確認できる

書類を提出 

兄弟姉妹の処遇委員会 

就学相談 

・日時が確認できる書類

を提出 

 

 

 

記入例：P10,11参照 
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（２）利用申込 

 1か月単位で申込みすることができます。 

利用区分によって提出書類が異なりますので、下表をご確認ください。  

利用区分 提出書類 

通常 

預かり保育利用申込書 長期休業 

早朝 

土曜 土曜保育利用申込書 

 

申込期間 

定員を超える利用申込がある場合、利用者は先着順で決定します。 

利用要件によって申込開始日が異なります。下表にて該当する申込開始日をご確認ください。 

優先順位 利用要件 申込開始日 申込締切日 

①  就労（月６０時間以上） 利用日前月の１日から 

利用日前週の水曜日まで

（早朝利用の場合含む） 

※土曜日の預かり保育に

ついては、前月の２５

日まで 

②  

就労（月６０時間未満） 

利用日前月の１０日から 

妊娠・出産 

疾病・障害 

同居の親族の介護・看護 

災害復旧に従事 

求職活動・起業準備 

就学 

虐待やＤＶのおそれがあること 

その他市が認める場合 

③ 
育児休業 

利用日前月の２０日から 
兄弟姉妹の学校行事・健康診断等 

※優先順位①については、保護者すべてが就労（月６０時間以上）している必要があります。 

※申込開始日・締切日が開園日でない場合、翌開園日が申込開始日・締切日となります。 

 ※申込みは開園日の午前８時から受付けます。 

 

【保護者の利用要件による申込開始日の例】 

（1）父：就労（月６０時間以上）・・・・① 

母：就労（月６０時間以上）・・・・① 

 

（2）父：就労（月６０時間以上）・・・・① 

母：妊娠・出産 ・・・・・・・・・② 

 

（3）父：就労（月６０時間以上）・・・・① 

母：兄弟姉妹の学校行事 ・・・・・③ 

この場合は優先順位① 

利用日前月の１日から申込み可能 

この場合は優先順位② 

利用日前月の１０日から申込み可能 

この場合は優先順位③ 

利用日前月の２０日から申込み可能 

記入例：P12参照 

記入例：P13参照 
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７．無償化の手続き 

  保護者すべてに保育の必要性が認められる方は、預かり保育の利用料が無償（おやつ代は徴収）

となります。 

  対象となる方は利用開始日までに、必要書類を在園施設または幼児課へご提出ください。 

 

提出書類 
  ①施設等利用給付認定申請書（様式第２号） 

  ②保育の必要性を証明する書類 

※利用要件が変更になる場合、変更手続きが必要です。速やかに施設に申し出をお願いします。 

※「②保育の必要性を証明する書類」は、保護者すべてに必要です。また、現況確認として毎年提出いただきます。 
 
 

保育の必要性について 
 

No 保育を必要とする理由 認定期間 必要書類（いずれかひとつを提出） 

1 就労 
事由による必要な期間 

（月６０時間以上） 

・就労証明書（市様式） 

※共働きの場合、父母各１部が必要 

※自営業の場合、確定申告書の写し等の営業

実態が確認できる書類を添付 

2 妊娠・出産 

出産月を除いた産前２

か月から出産月を除い

た産後６か月まで 

・生まれる子、または生まれた子の母子健康

手帳の写し（父母の氏名・出生の年月日ま

たは分娩予定日欄が必要） 

・診断書 

3 疾病・障害 事由による必要な期間 

・診断書（市様式） 

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳 

4 同居の親族の介護・看護 事由による必要な期間 

・被介護者、被看護者の診断書（市様式） 

・各種手帳など 

※養護学校等に在籍しながらも日常生活に

おいて全介助、あるいは部分的な介助を必

要とする場合、医師がその旨を明記した診

断書（市様式）が必要。 

5 災害復旧に従事 事由による必要な期間 
・災害の復旧にあたっていることが確認でき 

る書類 

6 求職活動・起業準備 ３か月間 ・求職活動をすることの誓約書（市様式） 

7 

就学 

（職業訓練校などにお 

ける職業訓練を含む） 

卒業または終了予定日

の属する月末まで 

・就学を証明する書類および時間割や就学期

間などが分かるもの 

8 
虐待やＤＶのおそれが

あること 
事由による必要な期間 ・公が発行する書類 

9 

育児休業取得時に、既に

保育利用をしている子

どもがいて継続利用が

必要であること 

育児休業取得期間 

・育児休業の期間が確認できる書類 

・育児休業の期間、復帰予定日が明記された

就労証明書（市様式） 

10 

その他（市の処遇委員会

において、認定された子

どもの場合など） 

事由による必要な期間 
・市が必要と認める書類 

（事由による） 

記入例：P14,15参照 
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８．様式記入例 預かり保育申込書（幼稚園型認定こども園） 

 預かり保育申込書（幼稚園型認定こども園） 
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預かり保育申込書（幼保連携型認定こども園） 
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預かり保育利用申込書 
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土曜保育利用申込書 
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施設等利用給付認定申請書（表） 
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施設等利用給付認定申請書（裏） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


